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第１章 一般事項 

１ 適用範囲 
本特記仕様書は、「朝比奈調整池追加次亜注入設備更新工事」（以下「本工事」という。）
に適用する。記載なき事項は、神奈川県内広域水道企業団（以下「企業団」という。）が
別に定める「工事共通仕様書」によるものとする。 

２ 作業時間 
作業は、平日の８時３０分から１７時１５分までを通常の作業時間とし、土曜、日曜及
び祝日並びに１２月２９日から１月３日までの間は行わないこととする。やむを得ず、通
常の作業時間外に作業を行う場合は、事前に企業団の許可を得ること。 

３ 施工上の注意事項 
（１）朝比奈調整池（以下「調整池」という。）は稼働中の水道施設であるため、請負人
は企業団と十分に協議を行い、運転管理及び水運用に支障がないように注意すること。 

（２）現場での施工は、本設計図書に基づくものとするが、事前に十分に現場調査を行い
施工すること。 

（３）本工事で設置・改造を行った設備は、完成後その機能を充足させるように施工し、
特に明記のない事項であっても設備の運転管理上当然必要なものについては、施工ま
たは具備しなくてはならない。これに伴う変更等については請負人の負担で実施する
こと。 

（４）本工事において、企業団または他企業者等の施設あるいは設備を損傷させた場合は、
請負人の責任において復旧すること。 

４ 工事区域等における遵守事項 
（１）請負人は、企業団工事安全推進委員会が行う工事の安全及び衛生管理の推進に係る
安全巡視等への参加及び指導等に従わなければならない。 

（２）工事場所は水道施設構内のため、工事に従事する者は特に衛生に配慮し、水道水の
汚染防止に万全を期すこと。 

（３）工事用資材等の輸送計画、通行道路の選定、その他車両の通行に係る安全対策につ
いて、必要な措置を講じること。本工事の作業区域は公園敷地内にあるため、車両は
必ず徐行し、通行人に最大限の注意を払うこと。また、大型車両の入退場は誘導員が
先導すること。 

（４）作業区域及び立入可能範囲については企業団の指示に従い、不要な場所には立入ら
ないこと。 

（５）作業員にはバッジ、腕章等を着用させるなどして、工事関係者であること及び他の
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作業員との区別を明確にすること。 
（６）工事現場は常に整理整頓を行い清潔に保つこと。資材、廃材等の保管場所には保安
囲いをし、通行の支障にならないようにすること。 

（７）現場事務所及び仮設トイレの設置場所並びに喫煙場所については、企業団との協議
によること。 

（８）工事場所周辺で実施される他の工事や作業とは互いに協調して、円滑な施工を図る
こと。 

５ 工事用電力及び工事用水道 
本工事で使用する電力及び工事用水は、原則として企業団から支給する。電力を使用す
る際は、漏電遮断器付コンセント等を用いること。 

６ 疑義 
本工事の施工にあたって発注図書等に疑義が生じた場合は、請負人と企業団で協議のう
え解決するものとする。協議または打合せ等を行った際には、請負人は議事録を速やかに
提出し、企業団の承諾を得た後にその写しを保管すること。 

７ 提出書類 
請負人は、施工上必要な書類をあらかじめ企業団に提出し、承諾を得ること。また、工
事完了後は工事共通仕様書に定められた書類とともに、設備の維持管理に必要な図書類を
提出すること。 
（１）現場着工前に提出する書類 
ア 施工計画書・・・３部 
イ 承諾申請書（機器製作、施工図、使用材料、搬入計画等）・・・各３部 

（２）工事完成時に提出する書類 
ア 工事写真 
工事記録写真撮影要領に基づき作成したものを提出すること。電子データファイ
ルはＪＰＥＧ形式とし、電子媒体を原本とする。 
（ア）工事写真帳（Ａ４版）・・・１部 
（イ）ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ・・・２枚 

イ 完成図書 
完成図書作成要領に基づき作成したものを提出すること。電子データファイルは
ＰＤＦ形式とする。 
（ア）完成図書（Ａ４版、黒表紙２つ穴、金文字）・・・３部 
（イ）ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ・・・２枚 

ウ 完成図 
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完成図作成要領に基づき作成し、完成図書にまとめて提出すること。電子データ
ファイルはＴＩＦＦ形式及びＳＸＦ形式とする。 
（ア）完成図（Ａ３版）・・・３部 
（イ）ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ・・・２枚 
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第２章 工事概要 

１ 工事範囲 
朝比奈調整池に設置している次亜塩素酸ナトリウム（以下「次亜」という。）注入設備
に係る機器製作、据付け及び試験調整並びに水運用センターにおける中央監視制御設備の
改造を行う。 

２ 工事内容 
（１）次亜注入設備設置工 
   次亜貯蔵槽、小出槽、注入機、ポンプ類の設置及び配管の敷設並びに試験調整。 
（２）電気設備設置工 
   次亜制御盤、次亜受入盤の設置及び電線の敷設並びに試験調整。 

中央監視制御設備ソフト改造及び対向試験。 
（３）濁度計移設工 

既設濁度計の移設及び配管、電線の敷設並びに単体調整。 
（４）搬入経路取付・取外工 

屋外搬入口の開放及び閉塞。 
搬入経路に干渉する既設排気ダクトの取外し及び取付け。 

（５）次亜注入設備撤去工 
既設次亜貯蔵槽、小出槽、注入機、ポンプ類及び配管の撤去。 

（６）電気設備撤去工 
既設次亜制御盤、次亜受入盤及び電線の撤去。 

３ 設備概要 
タンクローリーから受け入れた次亜は、貯蔵槽に受入し、貯蔵される。そして、隣接す
る次亜移送ポンプにより小出槽に移送する。 
その後、小出槽から注入機に供給された次亜は、インジェクターにより希釈搬送され、
調整池流入管内に注入される。注入機は、内蔵する電磁流量計及び電動調節弁により、処
理水量に対する比例注入を行う。 

４ 使用薬品 
（１）消 毒 剤：次亜塩素酸ナトリウム 
（２）比 重：１．１６以下 
（３）有効塩素：１２％以上 
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５ 処理水量 
（１）計画最大：２３７，６００㎥／日 
（２）平 均：１３６，８００㎥／日 
（３）最 小： ５７，６００㎥／日 

６ 次亜注入率 
０．０３ｍｇ/Ｌ ～ ０．１８ｍｇ/Ｌ 

７ 次亜注入量 
０．５L／ｈ ～ １０．０Ｌ／ｈ 
注入式 ｑ＝Ｑ×α×１００／γ×１／ρ×１０－３ 

ｑ：次亜注入量  （Ｌ／ｈ） 
Ｑ：処理水量   （㎥／ｈ） 
α：注入率    （ｍｇ／Ｌ） 
γ：有効塩素濃度 （１２） 
ρ：比重     （１．１２） 
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第３章 機器及び材料仕様 

１ 全般 
（１）請負人は、設計仕様に基づき承諾図面を作成し企業団の承諾を得てから、機器製作
を行うこと。 

（２）本工事で使用する製品及び材料は、日本工業規格等に適合したものとし、事前に企
業団の承諾を得ること。なお、同一品種の製品及び材料は同一社製品を使用すること。 

（３）本工事の対象設備は水道の安定供給上重要な設備であることから、信頼性及び安全
性の高い機器を用いること。 

（４）機器及び装置等は１５年以上継続して稼働が可能な構造及びシステムとすること。
また、可能な限り汎用品を選定すること。 

（５）機器及び装置等は、相互の協調性及び互換性等を考慮し、保守点検や異常時の復旧
処置等が容易な構造とすること。 

（６）機器及び装置等は、可能な限り一部の故障が全体に波及しない構成とすること。 
（７）機器及び装置等は、環境に配慮された設計仕様の製品を選定するよう努めること。
（参考：グリーン購入法、ＲｏＨＳ指令準拠等） 

（８）機器及び装置等は、構成機具の操作性及びメンテナンス性を考慮して配置すること。
各機器（架台等の鋼材加工組立品を含む）の製作にあたっては耐震性を考慮すること。 
また、機器類及び盤類の据付けにあたっては、（一財)日本建築センターが発刊する

「建築設備耐震設計・施工指針 最新版」に基づく“耐震Ｓクラス”に準拠する耐震性
能を有すること。 

（９）仕様変更については、企業団及び請負人の双方の協議のうえ決定するものとし、事
前に企業団の承諾を得ること。 

（１０）各機器の構成品は、機能するために必要となるもの全てを含むこと。 
（１１）各機器の付属品は、標準付属品、ベース及び取付金具（基礎ボルト及びナット）
等を含むこと。 

（１２）各機器の予備品として、瑕疵担保期間中の保守部品を納入すること。また、予備
品表を作成して、企業団に提出すること。 

２ 構成機具及び機能仕様等 
（１）薬品に接液する部分については、特に指定のない限り当該薬品に対して長期にわた
り耐食性をもつ材質の部材を使用すること。また、設置環境に合わせて耐劣化性を考
慮した部材及び仕様とすること。 

（２）配管・弁類等の材質は、特に指定のない限り下記の材質を基本とすること。また、
配管接続はＪＩＳ１０Ｋフランジ接続を基本とすること。 
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ア 弁類 
本体はＰＶＣとし、Ｏリング等のシール材はフッ素ゴム（ＦＫＭ）もしくはフッ
素樹脂（ＰＴＦＥ）等の耐次亜用とすること。ボールバルブを用いる場合は、内圧
上昇による破裂を防止する仕様のものとすること。 

イ 配管 
ＨＩＶＰ管を標準とする。薬液配管に用いる接合フランジパッキンは、フッ素ゴ
ム（ＦＫＭ）もしくは次亜用ブチルゴムを使用すること。 

ウ 支持材 
ＳＵＳ３０４またはＳＳ４００とすること。ＳＳ４００を用いる場合は耐薬品塗
装を施すこと。 

（３）薬液配管は、ガスロック障害の発生しにくいレイアウトとすること。また、気泡抜
き管等によりガスロック障害対策を行うこと。 

（４）各機器の電源定格周波数は、５０Ｈｚとすること。 
（５）盤内で交流電源と直流電源の両方を使用する場合は、電源系統により器具配置の区
分けや配線色を変える等の維持管理への配慮を行うこと。 

（６）盤内収納機器（タイマー、ＭＣＣＢ，ＣＰ及び警報設定器等）には、用途名シール
等を取り付けること。 

（７）表示灯類及び盤内照明はＬＥＤを使用すること。 
（８）次亜制御盤には、操作モード切替、注入率設定、各制御弁操作及び注入状況確認等
が可能なタッチパネルディスプレイを配置すること。タッチパネルは操作性を考慮し、
大型、高解像度で画面輝度が高い製品を採用すること。 

（９）電磁流量計及び自動調節弁は、注入機の全注入量範囲において精細に計測・調整で
きること。 

３ システム基本仕様 
（１）基本事項 

下記（２）～（４）に記載してある事項及び図面を併せて、システム基本仕様とす
る。ただし、請負人は内容について不明な点が無いように確認を行い、機器製作及び
制御回路等の設計前に、企業団と詳細仕様の確認を行い、書面にて承諾を得ること。 

（２）操作モード 
中央・現場の２モードを基本とする。 

ア 中央モード 
水運用センターの管理室オペコンにより目標注入率設定、目標残塩値設定、残塩
補正値設定を行う。 

イ 現場モード 
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次亜制御盤のタッチパネルにより目標注入率設定、目標残塩値設定を行う。また、
電動弁の開閉操作及びポンプの運転停止操作を行う。 

（３）自動制御 
ア 中央監視制御装置または中央との伝送に異常・停止が発生した場合でも、現場
モードにより自動制御（注入率一定）を継続することを原則とする。 

イ 注入量制御は、次亜制御盤に内蔵されるＰＬＣユニットにより、ＰＩ制御を行う。 
（４）その他 

上記仕様を満たしていても、企業団の運用に支障がある場合は、最善策を提案・協
議したうえで製作施工し、運用に支障のないシステムを構築すること。 

４ 機器仕様 
（１）次亜注入設備設置工 

ア 次亜貯蔵槽（１） 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：円筒竪型密閉槽 
（ウ）有効容量：６，０００Ｌ程度 
（エ）参考寸法：φ２，０００×２，４００Ｈ程度 
（オ）材質 
ａ 槽本体：ポリエチレン 
ｂ ノズル：ポリエチレン 

（カ）接続配管（接続はＪＩＳ１０Ｋフランジとする） 
ａ 受入口（５０Ａ）    １個 
ｂ 引出口（４０Ａ）    １個 
ｃ 排気口（７５Ａ）    １個 
ｄ 排液口（４０Ａ）    １個 
ｅ 槽入替口（２５Ａ）    １個 
ｆ 連通管（５０Ａ）    １個 
ｇ 気泡抜き口（４０Ａ）    １個 
ｈ 直読式液位計接続口    一式 
ｉ 電波式液位計取付口（１５０Ａ）  １個 

（キ）付属品 
ａ 直読式液位計（液位、容量目盛り）  一式 
ｂ 点検口（天井マンホール等）   一式 
ｃ 梯子、手摺等（ＳＵＳ３０４）   一式 
ｄ 基礎ボルト、ナット、アンカー   一式 
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イ 次亜貯蔵槽（２） 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：円筒竪型密閉槽 
（ウ）有効容量：６，０００Ｌ程度 
（エ）参考寸法：φ２，０００×２，４００Ｈ程度 
（オ）材質 
ａ 槽本体：ＦＲＰ、ＰＶＣライニング 
ｂ ノズル：ＦＲＰ、ＰＶＣライニング 

（カ）接続配管（接続はＪＩＳ１０Ｋフランジとする） 
ａ 受入口（５０Ａ）    １個 
ｂ 引出口（４０Ａ）    １個 
ｃ 排気口（７５Ａ）    １個 
ｄ 排液口（４０Ａ）    １個 
ｅ 槽入替口（２５Ａ）    １個 
ｆ 連通管（５０Ａ）    １個 
ｇ 気泡抜き口（４０Ａ）    １個 
ｈ 直読式液位計接続口    一式 
ｉ 電波式液位計取付口（１５０Ａ）  １個 

（キ）付属品 
ａ 直読式液位計（液位、容量目盛り）  一式 
ｂ 点検口（天井マンホール等）   一式 
ｃ 梯子、手摺等（ＳＵＳ３０４）   一式 
ｄ 基礎ボルト、ナット、アンカー   一式 

（ク）備考 
本体は分割して搬入し、現地組立とすること。 

ウ 次亜小出槽 
（ア）設置場所：流入弁室１階 
（イ）型式：円筒竪型密閉槽 
（ウ）有効容量：５０Ｌ程度 
（エ）参考寸法：φ５００×８００Ｈ程度 
ｂ 基礎ボルト・ナット（ＳＵＳ３０４）  一式 

（オ）材質 
ａ 槽本体：ポリエチレン 
ｂ ノズル：ポリエチレン 

（カ）接続配管（接続はＪＩＳ１０Ｋフランジとする） 
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ａ 受入口（２５Ａ）    １個 
ｂ 引出口（２５Ａ）    １個 
ｃ 排気口（２５Ａ）    １個 
ｄ 排液口（２５Ａ）    １個 
ｅ 連通口（２５Ａ）    １個 
ｆ 直読式液位計取付口     一式 
ｇ 電極式液位計取付口（５０Ａ）   １個 

（キ）付属品 
ａ 直読式液位計（液位目盛り）   一式 

エ 次亜注入機 
（ア）設置場所：流入弁室地下１階 
（イ）型式：架台組込式 
（ウ）注入方式：自然流下方式＋インジェクターによる希釈搬送方式 
（エ）能力：必要注入量０．５～１０Ｌ/ｈ 
（オ）電源：ＡＣ１００Ｖ（ＵＰＳ給電） 
（カ）参考寸法：５００Ｗ×１，０００Ｄ×１，５００Ｈ程度 
（キ）構成品 
ａ 電磁流量計（検出器及び変換器）  １台 
ｂ 自動調節弁（電動）    ２個 
ｃ 電動遮断弁     ２個 
ｄ 手動弁      一式 
ｅ 架台（基礎ボルト、ナット、アンカー含む） 一式 
ｆ その他必要なもの    一式 

（ク）材質 
ａ 注入機架台：ＳＵＳ３０４ 
ｂ 弁類：ＰＶＣ 
ｃ 配管材：ＨＩＶＰ 
ｄ パッキン：ＦＫＭまたは次亜用ブチルゴム 

（ケ）備考 
ａ 調節弁、遮断弁は正副の2系統とする。 
ｂ 注入機の監視及び操作は次亜制御盤から行うものとする。 

オ 次亜移送ポンプ 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：耐食性マグネットポンプ φ２５×φ２５ 
（ウ）能力：吐出量１０Ｌ/ｍｉｎ×揚程２０ｍ程度 
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（エ）電源：ＡＣ２００Ｖ 
（オ）付属品 
ａ 隔膜式圧力計     一式 
ｂ 基礎ボルト、ナット（ＳＵＳ３０４）  一式 

（カ）材質 
ａ ケーシング：ダクタイル鋳鉄＋ＥＴＦＥライニング 
ｂ インペラ：カーボン繊維強化ＥＴＦＥ 
ｃ 隔膜式圧力計のダイヤフラム：チタン 

カ 希釈水ポンプ 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：多段渦巻きポンプ φ４０×φ４０ 
（ウ）能力：吐出量３６Ｌ/ｍｉｎ×揚程１０ｍ程度 
（エ）電源：ＡＣ２００Ｖ（ＵＰＳ給電） 
（オ）付属品 
ａ 隔膜式圧力計     一式 
ｂ 基礎ボルト、ナット（ＳＵＳ３０４）  一式 

（カ）材質 
ａ ケーシング：ＳＣＳ相当 
ｂ インペラ：ＳＣＳ相当 

キ 次亜排液ポンプ 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：耐食性水中ポンプ φ５０ 
（ウ）能力：吐出量１００Ｌ/ｍｉｎ×揚程２０ｍ程度 
（エ）電源：ＡＣ２００Ｖ 
（オ）付属品 
ａ 水中ケーブル     一式 
ｂ 隔膜式圧力計     一式 

（カ）材質 
ａ ケーシング：ＳＣＳ１４ 
ｂ 羽根車：ＳＣＳ１４ 

ク シャワー用給水ユニット 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）型式：多段渦巻きポンプ φ４０×φ４０ 単独運転 
（ウ）能力：吐出量３０Ｌ/ｍｉｎ×揚程２０ｍ程度 
（エ）電源：ＡＣ２００Ｖ 
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（オ）付属品 
ａ 隔膜式圧力計     一式 
ｂ 基礎ボルト、ナット（ＳＵＳ３０４）  一式 

（カ）材質 
ａ ケーシング：ＳＣＳ相当 
ｂ インペラ： ＳＣＳ相当 

ケ 次亜注入点管 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 流入管 
（イ）注入液：次亜塩素酸ナトリウム溶液希釈混合水 
（ウ）構成品 
ａ 注入点管 
（チタン製３２Ａ、長さ８５０ｍｍ程度、４０Ａフランジ付） １個 

ｂ 注入点管さや管１ 
（ＳＵＳ製、長さ１２０ｍｍ程度、片側５０Ａフランジ）  １個 

ｃ 注入点管さや管２ 
（ＳＵＳ製、片側４０Ａフランジ、Oリング２本付）  １個 

ｄ ゲート弁５０Ａ       １個 
ｅ 短管フランジ５０Ａ（流入管取付け）    １個 
ｆ タッチアップ塗装      一式 

（エ）施工は不断水工法による 
ａ 既設管 流入管φ１，３５０ 
ｂ 削孔径 ５０ｍｍ、１箇所 

（２）電気設備設置工 
ア 次亜制御盤 
（ア）設置場所：流入弁室地下１階 
（イ）形式：屋内自立形 
（ウ）電源：ＡＣ１００Ｖ（ＵＰＳ給電） ５０Ｈｚ 
（エ）参考寸法：１６００Ｗ×８００Ｄ×１９５０Ｈ程度 
（オ）盤面取付器具 
ａ 名称銘板      一式 
ｂ 集合表示灯      ３灯程度 
ｃ タッチパネル（１２インチ程度）   ２台 
ｄ ランプテストスイッチ     １個 
ｅ その他必要なもの     一式 

（カ）盤内取付器具 
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ａ 配線用遮断器      一式 
ｂ サーキットプロテクタ     一式 
ｃ ノイズフィルタ      一式 
ｄ 直流電源装置（ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ２４Ｖ）  一式 
ｅ 直流電源冗長化ユニット     一式 
ｆ ＰＬＣ装置（ＣＰＵ二重化）    一式 
ｇ 入出力装置（ＤＩ、ＤＯ、ＡＩ、ＡＯ）   一式 
ｈ 補助継電器（タイマー含む）    一式 
ｉ ＬＥＤ照明、コンセント、端子台類など   一式 
ｊ その他必要なもの     一式 

（キ）付属品 
ａ 架台（ＳＵＳ３０４）     一式 
ｂ 基礎ボルト、ナット、アンカー（ＳＵＳ３０４）  一式 

（ク）ソフトウェア主要機能 
ａ 注入量演算 
ｂ 調節弁制御 
ｃ 貯蔵槽切替シーケンス制御 
ｄ 次亜移送シーケンス制御 
ｅ 機器現場操作 
ｆ 各種信号入出力 

（ケ）タッチパネル画面 
ａ 次亜注入設備全体監視 
ｂ 注入機監視操作 
ｃ 貯蔵槽及び移送ポンプ監視操作 
ｄ 排液ポンプ操作 
ｅ システム監視 
ｆ パラメータ設定 
ｇ 信号表示 
ｈ 警報履歴 
※各画面の詳細、その他必要な画面などは企業団との協議による。 

イ 次亜受入盤 
（ア）設置場所：流入弁室 次亜受入口（屋外） 
（イ）形式：屋外壁掛形 
（ウ）参考寸法：５００Ｗ×３００Ｄ×４００Ｈ程度 
（エ）盤面取付器具 



14 

ａ 名称銘板      一式 
ｂ 広角度指示計      ２個 
ｃ その他必要なもの     一式 

（オ）盤内取付器具 
ａ 配線用遮断器      一式 
ｂ ヒータ、端子台類     一式 
ｃ その他必要なもの     一式 

（カ）付属品 
ａ 基礎ボルト、ナット、アンカー（ＳＵＳ３０４）  一式 

（キ）機能仕様 
次亜貯蔵槽の液位指示 

ウ 貯蔵槽液位計 
（ア）設置場所：流入弁室地下２階 
（イ）形式：電波式液位計（屋外仕様） 
（ウ）測定範囲：０～２．４ｍ程度 
（エ）電源：単相１００Ｖ（ＵＰＳ給電） 
（オ）出力信号：ＤＣ４～２０ｍＡ 
（カ）取付：貯蔵槽上部フランジ接続 
（キ）付属品 

中継装置（中継器、変換器等）    一式 
（ク）材質 

検出部は、常時次亜測定環境下でも長期間耐えうる材質であること。 
エ 中央監視制御用ソフトウェア改造 
（ア）設置場所：水運用センター  
（イ）改造内容：水運用センター計算機へ伝送する信号を追加し、監視画面の改造
を行う。 

（ウ）追加信号 
ａ 次亜移送ポンプＮｏ．１ 運転 
ｂ 次亜移送ポンプＮｏ．１ 停止 
ｃ 次亜移送ポンプＮｏ．２ 運転 
ｄ 次亜移送ポンプＮｏ．２ 停止 

（エ）センター監視画面 機能追加 
ａ 次亜移送ポンプのシンボルを可変表示に変更 
ｂ 次亜移送ポンプの動作メッセージを表示 

（オ）その他 



15 

既設納入業者であるメタウォーター株式会社へ施工を依頼すること。 

５ 仮設次亜注入設備 
（１）設置場所：流入弁室地下１階 
（２）注入場所：既設注入点 
（３）構成品 
ア ダイヤフラムポンプ（注入量５Ｌ／ｈ程度）  １台 
イ 次亜貯留タンク（有効容量３００Ｌ程度）  １槽 
ウ 配管弁類       一式 
エ その他必要なもの     一式 

 （４）条件 
ア 企業団が必要と判断した際に運転するものとし、速やかに注入を開始できるよう
設備を構築しておくこと。 

イ 次亜塩素酸ナトリウムは企業団から支給する。 
ウ 注入量は一定とし、ＰＩＤ制御及び遠隔操作は行わない。 

  



16 

第４章 施工細則 

１ 基本事項 
（１）施工にあたっては、建築基準法、消防法、条例（神奈川県及び横浜市）、労働基準
法、労働安全衛生法、廃棄物処理法、建設リサイクル法、騒音規制法、振動規制法及
びその他関係諸法令を遵守すること。 

（２）企業団が工事に関係する届出を官公庁等へ提出する場合には、資料等について協力
し、提供に努めること。 

（３）既設設備の完成図書の貸出が必要な場合は、企業団に申し出ること。 
（４）本特記仕様書に記載されている内容を検討した結果、より良い仕様等が考えられた
場合は企業団と協議を行い、承諾を得たうえで仕様内容を変更することが出来る。 

２ 施工条件 
（１）更新は、既設機器を撤去した後に新設機器を設置することとし、新旧並列は行わな
いため、現場作業期間は次亜の注入を停止する。ただし、仮設次亜注入設備を設置し、
企業団からの指示があった場合には注入を開始できる用意を整えておくこと。 

（２）調整池全体を停止させる作業は発生させないこと。部分的に停止させる場合には、
施工計画書に実施時期を記載するとともに、作業実施の遅くとも１ヶ月前までに作業
要領書を提出して企業団の了解を得ること。また、事前に協議した内容であっても、
水運用上の都合により、企業団からの変更、作業中断及び仮復旧等の指示があった場
合にはそれに従うこと。 

（３）配管及び配線等の経路及び敷設方法は以下の点に留意し、施工図を作成して企業団
の承諾を得ること。 
ア 配線及びダクト等は、整然とした配列とし、他設備との調整及び将来の施工等を
考慮すること。 

イ 維持管理用点検通路等の確保に留意すること。 
ウ 機器類の点検、分解に留意すること。 
エ 配管及びダクト等の機器に対する荷重に留意すること。 
オ 偏心、伸縮及び不同沈下等に対し留意すること。 

（４）地面及びコンクリート構造物の掘削、はつり等を行う際は、埋設配管、既設配筋の
有無を事前に調査すること。 

３ 機械工事 
（１）配管はエア溜まり、閉塞、滞留及び逆流等が発生しないよう計画し、施工すること。
また、配管の接続には、点検等の作業性を考慮して適宜フランジやユニオンを用いる
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こと。 
（２）配管には、液種、流れ方向及び行き先の表示をすること。 
（３）耐震性等を考慮して、適切な箇所に伸縮管を設置すること。 
（４）配管には、敷設後に気密試験または水密試験を実施すること。 
（５）手動バルブ等は容易に操作できる場所に設置すること。 
（６）薬品の飛散等に対する安全対策及び養生を確実に行うこと。 
（７）次亜貯蔵槽の基礎や次亜小出槽防液提などの既設を再利用するものは、必要に応じ
て補修を行うこと。 

（８）防液堤内及び薬液と接する箇所の基礎には耐薬品塗装を行うこと。塗材は、次亜塩
素酸ナトリウムに対して十分な耐食性を有するものを使用すること。色は企業団との
協議による。 

（９）流入管に設置する次亜注入点管は不断水工法にて行うこととし、企業団と施工手順
を協議すること。注入点管取付けに際して一時的に流入管内を静水状態にすることは
可とする。 

４ 電気工事 
（１）電源の入り切り操作が必要な場合は、企業団と作業手順を協議すること。 
（２）ケーブルの離線や結線の前には必ず検電を行い、電荷のないことを確認してから行
うこと。 

５ 搬入及び据付等 
（１）機器の搬入に際しては、日程、搬入方法及び据付方法等の施工要領をとりまとめ、
企業団の承諾を得てから行うこと。 

（２）本工事において据え付ける機器本体及び架台については、耐震及び強度計算を実施
し、結果を企業団に提出して承諾を得ること。また、あと施工アンカーの引張試験を
実施すること。 

６ 作業土工 
（１）搬入口上に堆積した土砂は、工事完了後に全量埋め戻し、他の場所の土砂を持ち込
まないこと。 

（２）作業場所周辺の草木類は希少種が自生している可能性があるため、除草作業を要す
る場合は企業団と協議を行うこと。 

（３）搬入口周辺の樹木は現場着工前に移植すること。移植対象及び移植先は企業団との
協議による。 

７ 濁度計移設 
（１）形式：透過散乱形濁度計 ＴＢ７００Ｇ（横河電機株式会社製） 
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（２）移設後の試験調整は、濁度計の製造会社またはその代理店等の専門業者に依頼する
こと。（既設納入業者：太陽計測株式会社 横浜支店） 

８ 撤去工事 
（１）撤去対象物内に残された薬品は、施設内の指定する場所（排液ピット等）まで運搬
すること。ただし、運搬した薬品の処分は本工事の対象外とする。 

（２）産業廃棄物として搬出するために撤去対象物を洗浄する必要がある場合は、請負人
の負担で行うこと。洗浄作業により発生した水は、水質規制等の関係諸法令に適合す
るように処理を行った後に指定場所に排水すること。 

９ 試験及び試運転 
（１）製作工場では組合せ試験環境を構築して十分な試験を行い、現地での運用に支障を
きたさないようにすること。 

（２）機器設置後に単体動作試験及び機器調整を行うこと。 
（３）各自動制御は実機による組合せ試験を行い、仕様書の内容を満たすことを確認する
こと。 

（４）一連の設備に実負荷をかけて総括的に一定期間運用し、各機器･設備間の連携運転
による作動状況と総括的なプラントとしての機能を確認すること。 

（５）試験及び試運転の各段階で企業団と試験工程及び試験方法を協議し、手順書を提出
すること。 

（６）実液試験に用いる次亜は企業団が支給する。 
（７）中央監視制御との対向試験等は、既設設備の納入業者（メタウォーター株式会社）
に依頼すること。 

１０ 設備講習会の実施 
設備設置後に、企業団職員を対象とした機器の操作方法及び維持管理に必要な講習を複
数回行うこと。 

 
以上 


